
 
 

 

 健感発０６１３第１号 
 平成 25 年６月 13 日  

都 道 府 県 
各  政 令 市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区     
 

厚生労働省健康局結核感染症課長 
                            （公 印 省 略） 

 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条 
第１項及び第 53 条の 11 第１項の規定に基づく届出について 

 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号。以下「法」という。）第12条第１項の規定に基づき、診療の結果、受

診者が結核患者であると診断したときは、医師は、直ちに当該結核患者の氏名、

年齢、性別等を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければ

ならないこととされている。 
また、法第53条の11第１項の規定に基づき、結核患者が入院したとき又は入

院している結核患者が退院したときは、病院の管理者は、７日以内に、当該結

核患者の氏名等を、最寄りの保健所長に届け出なければならないこととされて

いる。 
しかしながら、公衆衛生関係行政事務指導監査において、毎年度、これらの

届出が法の規定に基づき実施されていない事例が多数指摘されていることから、

当該届出が適法に実施されるよう、その趣旨等を改めて周知することとしたの

で、下記の内容を御承知の上、管内保健所並びに各医療機関をはじめとする関

係者に周知徹底するとともに、その実施に遺漏なきよう取り計らい願いたい。 
 

記 
 

１． 法第12条第１項の規定による届出は、結核患者を保健所において把握し、

患者との接触者に対する健康診断（法第17条）、当該結核患者に係る就業

制限通知（法第18条第１項）、入院勧告等（法第19条及び第20条）、医療

費の公費による負担（法第37条及び第37条の２）、結核登録票への登録（

法第53条の12）等を行うための前提となるものであること。 
 

２． 法第53条の11第１項の規定による届出は、保健所において結核患者の状



 
 

 

況を把握し、当該結核患者の管理を迅速かつ的確に行うとともに、家庭訪

問指導（法第53条の14）等を行うための前提となるものであること。 
 

３． 特に保健所においては、就業制限通知（法第18条第１項）、入院勧告等

（法第19条及び第20条）、医療費の公費による負担（法第37条及び第37
条の２）及びその他法の規定を結核患者に適用するに当たって、その前提

となる法第12条第１項の規定による届出がなされていることを確認するこ

と。 
 

４． 一部自治体で行われている届出義務履行の改善に向けた取組等を紹介す

るので、参考とされたい。 
・法第12条第１項における「直ちに」の解釈を医療機関の医師及び事務

職員に文書及び口頭で周知した。 
・平成11年４月26日健医感発第58号厚生省保健医療局結核感染症課長通

知「入院勧告等の取扱について」を再度、各医療機関に周知した。 
・自治体のＨＰから届出の様式をダウンロードできるようにしている。 
・医療従事者や社会福祉施設等の従事者を対象とした結核に関する研修会

を開催しており、その際に文書及び口頭で周知を行っている。 
・医療法第25条等に基づく病院等への立入検査の際に、事務職員も含め

口頭で指導及び周知を行っている。 
・各地域の医療広報誌等に届出に関する記事の掲載を定期的に依頼してい

る。 
 




